
令 和 ２ 年
10月30日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
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県
議
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議
員
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職
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公
務
災
害
補
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○
告
示

指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改

正
（
会
計
課
）
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○
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国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
政
策
企
画
課
）
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規

則

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
五
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十

三
年
山
口
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
四
第
二
項
第
三
号
中
「
第
九
十
五
条
（
同
法
第
百
三
十
二
条
」
を
「
第
百
四
十
条
（
同
法

第
百
七
十
三
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成

三
年
山
口
県
告
示
第
九
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

三
の
表
株
式
会
社
十
八
銀
行
の
項
中
「
株
式
会
社
十
八
銀
行
」
を
「
株
式
会
社
十
八
親
和
銀
行
」
に

改
め
、
同
表
株
式
会
社
親
和
銀
行
の
項
を
削
り
、
同
表
株
式
会
社
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行
の
項
中
「
国
内

に
所
在
す
る
店
舗
」
を
「
〃
」
に
改
め
る
。

公

告

（
二
四
〇
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

国
土
調
査
を

行
っ
た
者
の

名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

下

関

市

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
元
年
十
二
月
四
日
ま
で

下
関
市
地
籍
図

下
関
市
地
籍
簿

彦
島
江
の
浦
町
二
丁
目
及
び
彦

島
緑
町
の
各
一
部

二

認
証
年
月
日

令
和
二
年
十
月
三
十
日

一
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